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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年6月27日(2019.6.27)

【公表番号】特表2018-517736(P2018-517736A)
【公表日】平成30年7月5日(2018.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2018-025
【出願番号】特願2017-565134(P2017-565134)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  29/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/127    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/24     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/44     (2017.01)
   Ａ６１Ｋ  31/192    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/196    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/5415   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/415    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/365    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   29/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/127    　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/24     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/44     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/192    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/196    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/5415   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/415    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/365    　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/28     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月17日(2019.5.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非コクリエート化ＮＳＡＩＤに対する忍容性が低いか、又は胃腸管内のＮＳＡＩＤ誘導
性病変若しくは潰瘍に罹りやすい被検体を治療するための、コクリエートを含む配合物で
あって、該コクリエートが治療有効量のＮＳＡＩＤを含み、経口投与される配合物。
【請求項２】
　前記コクリエートが、
　負に帯電したリン脂質を含む脂質単分子層であって、該脂質単分子層が疎水性ドメイン
を取り囲み、前記ＮＳＡＩＤが該疎水性ドメイン内に分散している、脂質単分子層と、
　交互二価カチオンと、前記負に帯電したリン脂質を含むリン脂質二重層とを含む脂質層
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であって、前記脂質単分子層が該脂質層内に隔離されている、脂質層と、
を含むジオードコクリエートである、請求項１に記載の配合物。
【請求項３】
　前記疎水性ドメインが油である、請求項２に記載の配合物。
【請求項４】
　前記ＮＳＡＩＤがサリチラート、プロピオン酸誘導体、酢酸誘導体、エノール酸（－オ
キシカム）誘導体、アントラニル酸誘導体、選択的ＣＯＸ－２阻害剤、及びスルホンアニ
リドからなる群から選択される、請求項１～３のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項５】
　前記治療有効量のＮＳＡＩＤを含むコクリエートが、投与した場合に、胃腸管内でいか
なる病変も誘導しない、請求項１～４のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項６】
　前記ジオードコクリエートが、被験体の胃腸管内に病変又は潰瘍が発生する被験体の割
合を、前記ＮＳＡＩＤの非コクリエート化型により治療した場合に胃腸管内に病変又は潰
瘍が発生する被験体の割合と比較して４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％
又は１００％超低減する、請求項１～５のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項７】
　前記ジオードコクリエートが、被験体の胃腸管内の病変又は潰瘍の平均数を、前記ＮＳ
ＡＩＤの非コクリエート化型と比較して６０％、７０％、８０％、９０％又は１００％超
低減する、請求項１～６のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項８】
　前記ジオードコクリエートが、被験体の胃腸管内の病変又は潰瘍の平均サイズを、前記
ＮＳＡＩＤの非コクリエート化型と比較して５０％、６０％、７０％、８０％、９０％又
は１００％超低減する、請求項１～７のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項９】
　前記ジオードコクリエート中のＮＳＡＩＤ用量が、同じＮＳＡＩＤの非コクリエート化
型の用量と比較して２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％又は９０
％超低減されている、請求項１～８のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項１０】
　前記被験体が非コクリエート化ＮＳＡＩＤに対する忍容性が低い、請求項１～９のいず
れか一項に記載の配合物。
【請求項１１】
　前記被験体が胃腸管内のＮＳＡＩＤ誘導性病変又は潰瘍に罹りやすい、請求項１～１０
のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項１２】
　疎水性ドメイン（ＨＤ）とジオードコクリエートのリン脂質成分（ＰＰＬＧＤ）との比
率ＨＤ：ＰＰＬＧＤ、又はヒマシ油ドメイン（ＣＯＤ）とジオードコクリエートのリン脂
質成分（ＰＰＬＧＤ）との比率ＣＯＤ：ＰＰＬＧＤが１：２０以下、１：１５以下、１：
１０以下、１：８以下、１：６以下、１：５以下、１：４以下、１：３．５以下、１：３
以下、１：２．７５以下、１：２．５以下、１：２．２５以下、１：２以下、１：１．７
５以下、１：１．５以下、１：１．２５以下、１：１以下である、請求項２～１１のいず
れか一項に記載の配合物。
【請求項１３】
　前記コクリエートの１日当たりの用量が３ｇ、２．５ｇ、２ｇ、１．５ｇ、１．２５ｇ
、１ｇ、７５０ｍｇ、５００ｍｇ、４００ｍｇ、３００ｍｇ、２５０ｍｇ、２００ｍｇ、
１５０ｍｇ、１００ｍｇ又は５０ｍｇ以下である、請求項１～１２のいずれか一項に記載
の配合物。
【請求項１４】
　前記コクリエートが１日１回又は１日２回投与される、請求項１～１３のいずれか一項
に記載の配合物。
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【請求項１５】
　前記配合物が胆汁酸塩を更に含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項１６】
　前記コクリエート配合物が０．１ｍＭ～０．５ｍＭの胆汁酸塩を含有する、請求項１５
に記載の配合物。
【請求項１７】
　前記被験体がヒトである、請求項１～１６のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項１８】
　前記コクリエートが１つ以上の負に帯電した脂質を含み、該１つ以上の負に帯電した脂
質が該コクリエート中の全脂質の４０％～７０％を占める、請求項１～１７のいずれか一
項に記載の配合物。
【請求項１９】
　前記１つ以上の負に帯電した脂質が前記コクリエート中の全脂質の５０％～６０％を占
める、請求項１８に記載の配合物。
【請求項２０】
　前記１つ以上の負に帯電した脂質がホスファチジルセリンを含む、請求項１９に記載の
配合物。
【請求項２１】
　前記ホスファチジルセリンがダイズホスファチジルセリンである、請求項２０に記載の
配合物。
【請求項２２】
　前記コクリエートが１つ以上の中性又はカチオン性の脂質又はステロールを更に含む、
請求項１～２１のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２３】
　前記１つ以上の中性又はカチオン性の脂質又はステロールが、ホスファチジルコリン及
びスフィンゴミエリンからなる群から選択される、請求項２２に記載の配合物。
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